
　障害（補償）年金差額一時金の時効は、被災労働者の死亡した日の翌日から5年です。

　障害（補償）年金差額一時金を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に「障害補償年金差額

一時金・障害年金差額一時金支給請求書」（様式第37号の2）を提出してください。

　なお、請求書には、次の書類を添付してください。

請求書記入例


